
◎
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小

笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
八
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
一
日
・
衆
議
院
国
土
交
通
委

員
会

）

○
金
子
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
奄
美
群
島
振
興
開
発

特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
の
提
案
理
由
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
昭
和
二
十

八
年
、
昭
和
四
十
三
年
の
本
土
復
帰
以
来
、
こ
れ
ま
で
国
の
特
別
措
置
及

び
関
係
地
方
公
共
団
体
や
島
民
の
方
々
の
不
断
の
努
力
に
よ
り
基
礎
条
件

の
改
善
と
そ
の
振
興
開
発
を
着
実
に
実
施
し
、
各
般
に
わ
た
り
相
応
の
成

果
を
上
げ
て
ま
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
地
域
は
、
本
土
か
ら
隔
絶
し
た
外
海
に
位
置
し
て

い
る
な
ど
、
厳
し
い
地
理
的
、
自
然
的
特
性
等
の
特
殊
事
情
に
よ
る
不
利

性
を
抱
え
、
な
お
本
土
と
の
間
に
経
済
面
、
生
活
面
で
の
諸
格
差
が
存
し

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
克
服
す
る
と
と
も
に
、
両
地
域
の
自
立
的
な
発

展
を
促
進
し
て
い
く
た
め
、
法
律
に
よ
り
、
引
き
続
き
特
別
の
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
地
元
主
体
の
振
興
開
発
の
取
り
組
み
を
進
め
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
五
年
間
の
延
長
等
を
内
容
と
す
る

法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
振
興
開
発
基
本
方
針
及
び
振
興
開
発
計
画
に
定
め
る
べ
き
事

項
と
し
て
、
両
地
域
の
振
興
開
発
に
係
る
関
係
者
間
に
お
け
る
連
携
及
び

協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
両
地
域
の
振
興
開
発
を
図
る
に
当
た
っ
て
必
要
な
配
慮
規
定

を
追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
地
方
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課

税
に
伴
う
減
収
を
地
方
交
付
税
に
よ
り
補
て
ん
す
る
措
置
の
対
象
業
種
を

追
加
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

二
二



こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

以
上
で
す
。

二
、
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
）

○
望
月
義
夫
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
を
一
層
促
進
し
て

い
く
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開

発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
そ
れ
ぞ
れ
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
基
本
方
針
及
び
振

興
開
発
計
画
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
両
地
域
の
振
興
開
発
に
係
る
関
係

者
間
の
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項
等
を
追
加
す
る
こ
と
、

第
三
に
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
地
方
税
の
課
税
免
除
ま
た
は
不
均
一
課

税
に
伴
う
減
収
を
地
方
交
付
税
に
よ
り
補
て
ん
す
る
措
置
の
対
象
業
種
を

追
加
す
る
こ
と

な
ど
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
金
子
国
土

交
通
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
本
日
質
疑
を
行
い
、
質
疑

終
了
後
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の

運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
基
本
方
針
の
策
定
に
当

た
っ
て
は
、
環
境
と
の
調
和
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
元
の
創
意
や

工
夫
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
内
容
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
ま

た
、
両
地
域
の
振
興
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
主
体
で
策
定
さ
れ
る

振
興
開
発
計
画
を
十
分
尊
重
し
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
施
策
が
引
き
続

き
一
体
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
活
性

化
の
観
点
か
ら
、
島
内
企
業
の
受
注
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

二

奄
美
群
島
の
振
興
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
多
彩
で
豊
か
な
自
然
環
境

の
保
全
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
世
界
自
然
遺
産
候
補
地
と
し
て
の
推

薦
に
向
け
た
地
域
の
取
組
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三

奄
美
群
島
に
お
け
る
産
業
の
振
興
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
産
業
の
誘

致
・
育
成
を
図
る
な
ど
に
よ
り
、
若
年
層
等
の
雇
用
機
会
の
確
保
に
努

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

二
三



め
る
と
と
も
に
、
大
島
紬
・
黒
糖
焼
酎
等
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
た
地

場
産
業
の
よ
り
一
層
の
振
興
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

四

離
島
航
空
路
線
が
住
民
の
生
活
路
線
で
あ
る
こ
と
、
他
地
域
と
の
交

流
の
活
発
化
に
欠
か
せ
な
い
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
こ
と
等
に
か
ん
が
み
、

航
空
運
賃
の
軽
減
に
よ
る
住
民
の
生
活
利
便
性
の
向
上
、
観
光
の
振
興

等
に
関
す
る
実
証
を
行
う
た
め
、
奄
美
群
島
路
線
の
航
空
運
賃
の
軽
減

に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
航
空
運
賃
を
含
む
現
在

の
航
空
政
策
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
、
今
後
検
証
・
検
討
を
加

え
る
こ
と
。

五

小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
世
界
自
然
遺
産
へ
の
登

録
実
現
に
向
け
て
自
然
環
境
の
保
全
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
観
光
産
業
や
農
水
産
業
の
振
興
な
ど
地
域
資
源
と
創
意
工
夫
を
生

か
し
た
産
業
の
活
性
化
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
空
港
整
備
等
本
土
と
の

高
速
交
通
手
段
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

六

奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
振
興
開
発
事
業
に
つ
い
て

は
、
両
地
域
の
自
立
的
発
展
に
資
す
る
効
果
的
な
事
業
が
推
進
さ
れ
る

よ
う
、
事
業
に
つ
い
て
評
価
す
る
仕
組
み
を
検
討
し
導
入
を
図
っ
て
い

く
こ
と
。

三
、
参
議
院
国
土
交
通
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
）

○
田
村
耕
太
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
国
土
交
通
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
を
一
層
促
進

す
る
た
め
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開

発
特
別
措
置
法
の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長

す
る
と
と
も
に
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
計
画
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発

計
画
に
定
め
る
事
項
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
振
興
開
発
に
係
る
関
係
者
間

に
お
け
る
連
携
及
び
協
力
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
等
の
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
奄
美
、
小
笠
原
地
域
に
果
た
し
て
き
た
特

別
措
置
法
の
役
割
、
効
果
、
奄
美
振
興
に
不
可
欠
な
航
空
運
賃
の
引
下
げ

策
、
小
笠
原
へ
の
交
通
ア
ク
セ
ス
の
改
善
策
、
農
漁
業
、
観
光
、
情
報
通

信
産
業
等
、
両
地
域
の
実
情
に
即
し
た
産
業
振
興
の
在
り
方
等
に
つ
い
て

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
）

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

二
四



政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
振
興
開
発
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
の

創
意
や
工
夫
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
地
域
主
体
で
策
定
さ
れ
る

振
興
開
発
計
画
を
十
分
尊
重
し
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
施
策
が
引
き
続

き
一
体
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
両
地
域
の
自

立
的
発
展
を
促
す
効
果
的
な
振
興
開
発
を
行
う
た
め
に
、
こ
う
し
た
施

策
に
つ
い
て
評
価
す
る
仕
組
み
を
検
討
し
導
入
を
図
っ
て
い
く
こ
と
。

二
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
多
彩
で
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
に

積
極
的
に
取
り
組
み
、
振
興
開
発
と
環
境
と
の
調
和
に
留
意
す
る
こ

と
。
ま
た
、
世
界
自
然
遺
産
を
め
ぐ
る
両
地
域
の
取
組
に
配
慮
す
る
こ

と
。

三
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
経
済
活
性
化
を
図
る
た
め
に
、
両
地

域
に
お
け
る
域
内
企
業
の
受
注
機
会
の
増
大
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。
さ
ら
に
、
奄
美
群
島
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
産
業
の
誘
致
・
育

成
を
図
る
な
ど
に
よ
り
、
若
年
層
等
の
雇
用
機
会
の
確
保
に
努
め
る
と

と
も
に
、
大
島
紬
・
黒
糖
焼
酎
等
地
場
産
業
の
よ
り
一
層
の
振
興
が
図

ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
小
笠
原
諸
島
に
つ
い
て
は
、
観

光
産
業
や
農
水
産
業
の
振
興
な
ど
地
域
資
源
と
創
意
工
夫
を
生
か
し
た

産
業
の
活
性
化
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
空
港
整
備
等
本
土
と
の
高
速
交

通
手
段
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

四
、
住
民
の
生
活
路
線
で
あ
り
、
他
地
域
と
の
交
流
の
活
発
化
に
欠
か
せ

な
い
離
島
航
空
路
線
に
関
し
、
航
空
運
賃
の
軽
減
に
よ
る
住
民
の
生
活

利
便
性
の
向
上
、
観
光
の
振
興
等
に
関
す
る
実
証
を
行
う
た
め
、
奄
美

群
島
路
線
の
航
空
運
賃
の
軽
減
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。
ま
た
、
航
空
運
賃
体
系
を
含
む
現
在
の
離
島
航
空
政
策
の
基
本
的

な
考
え
方
に
つ
い
て
、
今
後
検
証
・
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

五
、
奄
美
群
島
及
び
小
笠
原
諸
島
の
物
価
高
が
船
舶
運
賃
を
は
じ
め
と
す

る
割
高
な
物
流
・
流
通
コ
ス
ト
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

両
地
域
の
住
民
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
に
、
船
舶
運
賃
や
流
通
コ
ス

ト
の
軽
減
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

二
五


